
健康保険証（被保険者証）

被保険者の資格を喪失したとき

５日以内

  健康保険証（被保険者証）の交付について  

協会けんぽの健康保険証（被保険者証）のイメージ

協会けんぽの健康保険証（水色）は以下のとおりです。
被扶養者も含めて加入者１人１枚のカードとなります。

健康保険証の交付を受けたときは、直ちに裏面の住所欄に住所を自署
して大切に保管してください。

　被保険者の資格を喪失したとき、又はその被扶養者でなく
なったときは、保険証は使用できませんので、健康保険証を
事業主へ５日以内に提出してください。ただし、任意継続
被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に返納してく
ださい。



全国健康保険協会 山形支部
協会けんぽ

〒990-8587　山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル５階
全国健康保険協会山形支部　☎ 023-629-7231（レセプトグループ)

健康保険証（被保険者証）の取扱いにあたって

保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず健康保険証を窓口で
提出してください。（70歳の誕生日の属する月の翌月（誕生日が月の初日である場
合はその月）以後の場合は高齢受給者証を添えて提出してください）。

業務上での病気やケガでは健康保険での診療は受けられません。

交通事故等により健康保険で受診したときは、かならず「第三者行為による傷病届」
を管轄の全国健康保険協会支部に提出してください。

不正に健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ
とがあります。

健康保険証の記載事項に変更があったときは、直ちに事業主を経由して提出し、訂
正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会
支部に直接提出し、訂正を受けてください。

健康保険証を紛失したときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」を直ちに事業
主を経由して提出し、再交付を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、
管轄の全国健康保険協会支部に直接提出してください。

き損した場合は、再交付申請書とともにき損した健康保険証を添付してください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
山形県内においても、順次、利用できる医療機関が拡大されています。
利用できる医療機関・薬局など、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナンバーカード　保険証利用

メリットたくさん！マイナンバーカードの手続きはお済みですか


